
家事事件調査経過簿及び人事訴訟事件調査経過簿の作成における期日進行管理プロ
グラム（家事事件用）の機能の利用について ・

平成17年12月19日家三第000655号家庭裁
判所長あて家睦局長通達

平成16年3月31日付け最高裁家三第84号家庭局長通達F家職判所調査官
の寧査事務に関する根簿の備付け及び保存について」に定める家事事件調査経過簿
及び人事訴訟事件調査経過簿の作成にあたっては，期日進行管理プログラム(家事
事件用）の機能により印刷される調査官担当事件一覧を利用して差し支えありません。

付記

この通達は，平成18年1月1日から実施する。
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